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確定拠出年金制度における運営管理業務遂行方針 
 
 

  私ども中国銀行は、確定拠出年金法における運営管理機関として、法令、規則などを遵守
するとともに次の項目を遵守し、お客さまに対して適正な運用商品の選定などをおこない、

お客さまの保護およびお客さまからの信頼の確保に努めます。 
 
１．   運営管理機関としての中立・公平な立場に立ち、お客さまの知識、経験、財産の状況  

および投資目的などに照らし、専門的知見にもとづき、お客さまへの適切な商品の選

定・提示に努めます。 
 
２．  お客さまご自身の判断によって運用指図がおこなえるよう、運用商品内容やリスク内

容などの重要事項のわかりやすい説明と情報提供と説明に努めます。 
 
３．  お客さまからご依頼があるなどの正当な理由なく、深夜や早朝などの不適当な時間帯

での訪問・電話による説明や、ご迷惑となる場所などでの説明はおこないません。 
 
４．  お客さまに対して、不確定な事項について断定的な判断を提供したり、確実であると

誤認させるおそれのあるような説明はおこないません。 
 
５．  お客さまに対して適正な業務運営がおこなえるよう研修の充実や行内管理体制の整備

に努めます。 
 
６．  お客さまからのご意見・ご照会等に対しては、誠実に対応いたします。 

 
 

                          株式会社 中 国 銀 行 
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Ⅰ－１．加入資格について                                                                              

  確定拠出年金（個人型年金）には、以下の方が加入できます。 
  （１）日本国内に住所を有する２０歳以上６０歳未満の自営業者とその家族、自由業、農業者、

学生などの国民年金の被保険者（第１号被保険者） 
          ただし、以下の方は除きます。 

① 農業者年金の被保険者 
② 国民年金保険料の納付を免除されている方（一部免除を含みます）、納付猶予を受けている方 

ただし、障害基礎年金を受給している方等は加入可能です 
  （２）６０歳未満の厚生年金保険の被保険者（第２号被保険者） 
        ただし、以下の方は除きます。 

① 確定拠出年金（企業型）を実施している企業に勤務し、その確定拠出年金の対象となっている方 
② 企業年金等（厚生年金基金・確定給付企業年金・石炭鉱業年金基金）を実施している企業に勤務し、

その対象となっている方 
※ 共済組合の組合員（公務員）や私学教職員共済組合制度の加入員の方、第３号被保険者

（厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者）は加入できません。 
 

Ⅰ．確定拠出年金の概要 

加入 給付金受取り 

掛金 積立金

掛金

積立金

運用益

掛金

積立金

掛金

運用損

個

人

別

管

理

資
産
（
積
立
金
）

運用

一時金

年
金
年
金
年
金
年
金
年
金

年金または一時金
を選択

加入者自身が
運用する

毎月決められた
掛金を拠出



3  

Ⅰ－２．掛金について                                                             

  （１）掛金の金額 
    毎月の掛金の金額は、加入者が自由に設定することができます。5,000 円以上 1,000

円単位で、被保険者種別ごとに定められた限度額以内の金額に設定することができます。 
    ①第１号被保険者の場合の限度額 
      月額６８，０００円 
      （ただし、国民年金基金の掛金および国民年金の付加保険料と合算になります。） 
    ②第２号被保険者の場合の限度額 
      月額２３，０００円 

  （２）掛金の引落し（掛金の拠出） 
        掛金の引落しは毎月２６日（銀行窓口休業日の場合は、翌銀行窓口営業日）です。 
  （３）掛金の引落し方法 

① 第１号被保険者の場合 
すべて本人名義の預金口座からの口座振替になります。 
（配偶者の方の口座やいわゆる屋号がついた口座からの引落しはできません。） 

② 第２号被保険者の場合 
掛金を給与天引きし、事業主の口座から引落す事業主払込みと、本人名義の預金口座

からの口座振替とする個人払込みのどちらかを選択できます。 
 

      ※ 確定拠出年金の払込みを証明する「小規模企業共済等掛金払込証明書」につきましては、毎年１１

月に第１号被保険者および個人払込みを選択した第２号被保険者へ国民年金基金連合会より郵送さ

れますが、事業主払込みを選択された方につきましては、事業主による年末調整がおこなわれること

から、「小規模企業共済等掛金払込証明書」が発行されませんので、ご注意ください。 
 
（４）その他、掛金についての注意事項を１８ページに記載していますので、必ずご覧ください。 
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Ⅰ－３．個人型のしくみについて（運営管理機関が中国銀行の場合）                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国  民  年  金  基  金  連  合  会 

○確定拠出年金（個人型）制度の実施主体です。中国銀行は運営管理機関として、国民年金基金連合会

から確定拠出年金（個人型）の業務委託を受けております。 
○国民年金基金連合会は、国民年金基金（地域型および職能型）の上部団体です。 

日本ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ・ｱﾝﾄﾞ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社（略称：JIS&T） 

○中国銀行が加入者の記録管理を委託している会社です。確定拠出年金の記録管理業務をおこなうために、 
複数の金融機関が出資して設立されました。 

エム・ユー・コミュニケーションズ株式会社 

○中国銀行がコールセンター業務を委託している会社です。加入者の方からのお問い合わせを受付けてお

ります。電話を受けたオペレーターがお客さまの情報を閲覧しながら回答いたします。 

受給者

運 営 管 理 機 関運 営 管 理 機 関

ｴﾑ・ﾕｰ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株) 
・運用情報の提供

（コールセンター）

業務委託

日本ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ･ｱﾝﾄﾞ･
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)  （略称 ＪＩＳ＆Ｔ）

･ 加入者個人の運用指図取りまとめ
・加入者個人ごとの持分等に係る記録管理
・加入者への給付に係る裁定・事務等
・資産管理機関への通知

＜制度実施主体＞
●確定拠出型年金規約の設定
●加入者の管理

＜制度実施主体＞
●確定拠出型年金規約の設定
●加入者の管理

国民年金基金連合会国民年金基金連合会

事
務
委
託
先
金
融
機
関

（
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
）

《中国銀行》
・商品選定・提示
・加入申込受付

商
品
提
供
機
関
（
中
国
銀
行
）

定
期
預
金

投
資
信
託

給付金

給付申請

運
用

・
年
金
資
産
の
管
理
・
保
全

・
給
付
金
の
送
金

第１号
被保険者

自営業者等

第２号
被保険者

サラリーマン
等

掛金・
手数料

運用
指図

加入者等

業務委託

運
用
指
図

口座番号・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ・
お取引き状況のお知らせ

業務委託
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Ⅰ－４．運用指図について                                                          
確定拠出年金は加入者自身が運用指図をおこなう制度です。運用指図は以下の２通りの方

法により実施することができます。どちらも JIS&T にて「加入者口座番号」「パスワード」

が発行された後はコールセンターおよびインターネットにて手続きが可能です（コールセン

ターおよびインターネットについては、６ページ～１３ページをご覧ください）。 

 

（１）配分指定 

毎月の掛金について、どの運用商品を何％購入するかを決めることをいいます。 

購入する割合は１％単位で合計１００％になるようにご指定ください。 

 

 

 

 

 

 

 

      

      ※当初、配分指定をおこなっていなかった場合には、自動的に「中国銀行 DC 専用スーパー定期（３年）

100%指定」に設定されます。 

 

（２）スイッチング 

      これまで積立てた資産の一部または全部を、他の運用商品に変更することをいいます。 

      回数に制限はありませんので、自由に資産内容を変更することができます。 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

＜配分割合＞ ＜配分金額＞

Ａ定期預金   ３０％ Ａ定期預金   3,000円

Ｂ投資信託   ３０％ B投資信託    3,000円

Ｃ投資信託   ４０％ C投資信託    4,000円

 合計        100% 合計       10,000円

毎月の掛金
10,000円

の場合

Ｃ投資信託
４０万円

Ｂ投資信託
３０万円

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ

Ａ定期預金
３０万円

Ｄ投資信託
７０万円

Ａ定期預金
３０万円

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ

Ｂ投資信託
２０万円

Ｆ投資信託
２０万円

Ｅ投資信託
６０万円
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Ⅰ－５．コールセンターについて                                                         
     各種ご相談につきましては、「ちゅうぎん確定拠出年金コールセンター」へご連絡していただ

き、その後相談内容に合わせて必要な操作をおこなってください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ちゅうぎん確定拠出年金コールセンターに電話をして「１♯」を押すと、JIS&T コールセンターにつながります。 
  この場合、通話料はかかりません。 

 
○加入者口座番号またはパスワードを紛失された場合は・・・ 

１． 加入者口座番号について 
加入者口座番号は、加入時に JIS&T より郵送される「口座開設のお知らせ」に記載しています。「口座開設

のお知らせ」を紛失された場合は、基礎年金番号をお手元にご準備のうえ、下記番号へお問い合わせください。 
加入者口座番号相談専用ダイヤル：０４５－２１０－９４１２（通話料がかかります） 

         ※加入者口座番号以外のお問い合わせはご遠慮ください。 
  ２．パスワード再発行について 
        パスワードは「コールセンターパスワード」・「インターネットパスワード」ともに加入時に JIS&T より郵送

されます。紛失された場合は、JIS&T コールセンターへご連絡ください。 

（JIS&T コールセンターへダイヤル後、加入者口座番号を入力し「１♯」押すと JIS&T のオペレーターへつ

ながります。その後本人認証をおこない、確認がとれればパスワードの再発行が可能となります。） 

ちゅうぎん
確定拠出年金
コールセンター

0120-605-401
（通話料無料）
【受付時間】

9:00～17:00
（ただし月曜～金曜

の祝日 および
12月31日～1月3日
を除きます。）

ＪＩＳ＆Ｔ
コールセンター
直通：045-650-2525
【受付時間】
9:00～21:00

（通話料がかかります）
（土･日･祝日、12月31日および
1月1日～1月3日を除きます。）

※各種お取引きには加入者口座番号
およびコールセンターパスワードが
必要です。

①残高照会
②配分指定
③スイッチング
④給付手続きの件
（死亡一時金を含む）
上記①～④の場合は、

１＃を押してください。

⑤確定拠出年金制度
についての説明

⑥運用商品情報
⑦移換手続きについて

⑧その他届出事項

⑨資料請求

上記⑤～⑨の場合は、

２＃を押してください。

ちゅうぎん確定拠出年金
コールセンターの
オペレーターが対応します。

相談メニュー

必要に応じて
転送します。



　

（確定拠出年金専用サイト）

（外部サイトに移動します）

＜中国銀行（ 個人のお客さ ま ） TOPページ＞
　http：//www.chugin.co.jp

確定拠出年金をクリック

E-naviをクリック

Ⅰ－６．インターネットについて                                             

７



（ご参考）パスワード再発行画面

＜加入者専用サイトログイン画面＞

こちらでパスワードの
再発行が可能です。

ご加入時にＪＩＳ＆Ｔより発行された
加入者口座番号とインターネット
パスワードでログインします。

口座番号は「お取引状況のお知らせ」などに記載
されています。
ご不明の際は、６ページ記載の加入者口座番号
相談専用ダイヤルにお問い合わせください。

Ⅰ－６．インターネットについて                                             
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≪個人サイト画面≫
ＴＯＰ画面

①をクリックした場合
　　　身近なさまざまなライフイベントとその費用データから、将来のプランを考えていただくためのメニューです。

④

①　運用レビュー

① ② ③

⑤ ⑥

クリックすると、
それぞれの機能を
活用いただけます。

９



②をクリックした場合
　　　ご自身の資産形成について考えていただくためのメニューです。

③をクリックした場合
　　　ゆとりある老後に向けて、確定拠出年金の上手な活用方法について考えていただくためのメニューです。

Ⅰ－６．インターネットについて                                             
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④をクリックいただくことで、運用状況、過去からの推移、商品ごとの運用状況を確認できます。

⑤をクリックいただくことで、運用商品の実績などを確認できます。

クリックすればより詳しい
商品情報が確認できます。

１１



JIS＆Tホームページの操作方法（⑥をクリックすることでＪＩＳ＆Ｔホームページに移ります）

      １．スイッチング（すでに保有する商品の切替）
　　　　　ア）中国銀行からジャンプした先 　　　イ）個人ポートフォリオ

　　　　　ウ）スイッチングをクリックすると 　　エ）切替えたい商品を選ぶと、売却額とかわりに
　　　　　　現在の保有商品一覧が表示されます。 　　　購入する商品を選ぶ画面が表示されます。

　　　　オ）内容確認の画面に切替わります。 　　カ）手続き完了。
　　　　　『はい』をクリックするまで、申込みは 　　　他にもスイッチングがあれば同じく手続きをします。
　　　　確定しません。

 ― 
 

Ⅰ－６．インターネットについて                                             
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　　　２．商品配分変更（これから振込まれる資産の配分を変更）
　　　　　ア）中国銀行からジャンプした先　　　　     　　イ）個人ポートフォリオ
　

　　　　　ウ）商品別配分変更を選択します。　 　　　エ）変更後の内容をご確認いただきます。
　　　　　100％になるまで配分をご指定ください。 　　　　『はい』をクリックするまでお申込みは

　　　　確定しません。
　　　　　
　　

　　　　　オ）手続き完了。　

 13



14  

Ⅰ－７．給付について                                                          

個人型年金規約に定める以下の給付事由に該当した場合には、それぞれの給付事由にもと

づいた給付金を受取れます。 
給付金を受取るためには、加入者ご本人による給付金の裁定請求手続きが必要です。 
給付金の裁定請求に必要な書類につきましては、コールセンターへご請求ください。 

給付専用コールセンター：０１２０－１４１４－９２ 
受付時間 ９：００～２１：００ 
（土・日・祝日、１２月３１日および１月１日～１月３日を除きます。） 

※給付については手数料がかかります。詳しくは、１６ページをご覧ください。 

 
（１）給付の種類 

  

給付の種類 給付事由 受取方法

老齢給付金

原則として、６０歳に到達したとき
（ただし、６０歳時点での加入者および運用指図
者である期間が１０年に満たない場合は、受取開
始年齢が６１歳以降になります。詳しくは、22
ページをご覧ください。）

障害給付金 所定の障害状態となったとき

死亡一時金 加入者が死亡したとき 一時金のみ

年金または一時金
（ただし、一部を年金
として、残りを一時金
として受取ることもで
きます。）

 
（２）給付の内容 
  ①一時金で受取る場合 
    裁定請求後約 2～３か月で給付されます。 
  ②年金で受取る場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③一部を一時金、残りを年金で受け取る場合 
受取割合を１０～９０％の範囲で１０％刻みで指定することができます。 

受給期間

年１回受給の場合 １２月
年２回受給の場合 ６月・１２月
年３回受給の場合 ４月・８月・１２月
年４回受給の場合 ３月・６月・９月・１２月
年６回受給の場合 偶数月
年１２回受給の場合 毎月

受給日

年金給付額

給付方法の変更

５年以上２０年以下の範囲内で年単位でご指定できます。

年金の支給を受ける残りの期間で除した額

支払月の２０日（銀行窓口休業日の場合は、翌銀行窓口営業日）

受給月

年金給付開始後５年以上経過した時は、選択により残高を全額一時金
で受け取ることができます。
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Ⅱ－１．加入資格がない場合について                                        

確定拠出年金（個人型年金）は、法律で定めている加入資格を満たす方しか加入できません。

加入資格については、２ページの「Ⅰ－１．加入資格について」に記載しておりますが、特に、

厚生年金の被保険者（第２号被保険者）の方は、加入資格について勤務先等に十分確認いただ

いたうえで、加入手続きをお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 

ご自身が、これらの制度の対象となっているかお分かりにならない場合は、勤務先に確認く

ださい。なお、その際には勤務先が誤った認識を持っている場合がありますので、勤務先にこ

の冊子を見せるなどして、十分に確認をしてください。 

Ⅱ－２．運用リスクについて（特に重要です）                                                           
確定拠出年金は加入者ご本人が自らの判断で運用商品を決定し、その運用結果によって給付

額が変動する制度です。運用商品によっては価額が変動するものもあり、投資元本を下回る可

能性があります。 
（１）預金についての注意事項 
      預金は元本確保型の確定利回り商品です。預金は預金保険の対象となります。(預金者

一人あたり元本 1,000 万円とその利息が保護されます。それを上回る額については状況

に応じて払戻されます。) 

 （２）投資信託についての注意事項 

① 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 
② 当行でお取扱いする投資信託は、投資者保護基金の規定にもとづく支払い対象ではあ

りません。 
③ 投資信託は委託会社が運用しているもので、当行が運用しているものではありません。 
④ 投資した資産の減少を含むリスクは購入されたお客さまが負うことになるため、お取

引きによって生じた損益は、お客さまに帰属します。 
⑤ 投資信託は、株式・債券・商品など（外貨建を含みます）の価格の変動をともなう金

融商品に投資するため、各市場の変動により投資元本を割込むことがあります。した

がって、元本が保証されているものではありません。主なリスクには、信用リスク、

為替リスク、金利リスク、流動性リスク等があります。（これらのリスクについては、

２３ページの説明をご覧ください。）  

Ⅱ．ご加入に際しての注意事項 

厚生年金の被保険者について、以下に該当する方は、加入資格がありません。 

① 確定拠出年金（企業型）を実施している企業に勤務し、その確定拠出年金の対象となっている方 
② 企業年金等（厚生年金基金・確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金）を実施している企業に勤務し、 

その企業年金の対象となっている方 
※共済組合の組合員（公務員）や私学教職員共済組合制度の加入員の方には加入資格がありません。 
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Ⅱ－３．手数料について（特に重要です）                                                                                      

    

初回のみ 毎月 移換時 毎月 毎月
一時金
給付時

年金
給付時

2,777円 565円 2,777円 462円 462円 432円 432円

－ （6,780円） － （5,544円）（5,544円） － －

加入申込
手数料

2,777円 － － － － － －

移換
手数料

－ － 2,777円 － － － －

事務取扱
手数料

－ 103円 － － － － －

運営管理機関
（中国銀行）

運営管理
手数料

－ 398円 － 398円 398円 － －

資産管理
手数料

－ 64円 － 64円 64円 － －

一時金給付
手数料

－ － － － － 432円 －

年金給付
手数料

－ － － － － － 432円

初回の掛金
から控除され
ます。

毎月の掛金
から控除され
ます。

移換金より
控除され
ます。

年１回積立金
より控除され
ます。

給付金より
控除され
ます。

給付金より
控除され
ます。

給付金より
控除され
ます。

お支払い方法

加入者
（掛金を掛ける方）

国民年金基金
連合会

事務委託先
金融機関

（三菱UFJ信託銀行）

内
 
訳

運用指図者
（掛金を掛けない方）

受給者
（積立金を受取られる方）

手
数
料

お支払い時期

お支払い金額

（年間お支払い金額）

 
（消費税等を含みます） 

各種手数料についての説明は以下のとおりとなっております。 
（１） 加入申込手数料 

国民年金基金連合会がおこなう、加入資格の確認、加入者データの作成等の事務にかかる

手数料です。 
（２） 移換手数料 
      国民年金基金連合会がおこなう、移換記録の確認、移換者データの作成等の事務にかかる

手数料です。 
（３） 事務取扱手数料 
      国民年金基金連合会がおこなう、掛金の収納等の事務にかかる手数料です。 
（４） 運営管理手数料 

運営管理機関（中国銀行）がおこなう、運用商品の選定、運用商品に関する基礎的な資料

ならびに運用商品に関する情報の提供等、さらに個人ごとの積立金の記録・保存等の事務

にかかる手数料です。 
（５） 資産管理手数料 

事務委託先金融機関（三菱 UFJ 信託銀行）がおこなう、個人ごとの積立金の管理等に関

する事務にかかる手数料です。 
（６）一時金給付手数料・年金給付手数料 

事務委託先金融機関（三菱 UFJ 信託銀行）がおこなう、個人ごとの積立金の給付事務に

かかる手数料です。 
 



17  

 

（７）投資信託のお取引きに関しましては、次の手数料等が必要になります。 

① 信託報酬（最大：年率 1.６４１６％（税込）） 

② 信託財産留保額（最大：0.３％） 

③ その他の費用（信託事務処理費用、売買委託手数料、借入金・立替金利息、監査費用等） 

その他の費用の金額および全体の合計額は、保有期間に応じて異なりますので、あらかじ

めお示しすることができません。個別ファンドの手数料（費用）等の詳細については、別

冊「ちゅうぎん確定拠出年金個人型プラン運用商品ラインアップ」をご覧ください。 

 

 
※ 「運用指図者」とは、加入者としての資格を喪失し、今まで積立てた資産の運用のみをおこなう方を指します。 
※ 「受給者」とは老齢給付金および障害給付金を受給する方のことを指します。給付については、１４ページを

ご覧ください。 
※ 「移換」とは企業型年金プランから個人型プランへ積立金を移すことを指します。詳しくは、１９ページをご

覧ください。 
※ この手数料は平成２６年４月１日現在のものです。内容については今後変更となることがございますので、ご

了承ください。 
※ 掛金の中から手数料が控除されるため、運用する金額は掛金から手数料を差引いた金額となります。 

 

Ⅱ－４．確定拠出年金にかかる税金について                                                                                     
  （１）拠出時 

        掛金は全額所得控除の対象になります。（小規模企業共済等掛金控除） 
  （２）運用時 

① 運用収益は全額非課税です。 
② 積立金に対して特別法人税（年率 1.173％）が課税されます。 

（ただし、現在は課税凍結中です。）   
  （３）給付時 
         
 
 
 
 
 

  ※給付については、１４ページをご覧ください。また、脱退一時金については、２１ページをご覧ください。 

 

年金の場合 雑所得として公的年金等控除が適用されます。
一時金の場合 退職所得として退職所得控除が適用されます。
年金の場合 非課税です。
一時金の場合 非課税です。

死亡一時金 法定相続人一人あたり500万円まで非課税となります。
脱退一時金 一時所得として所得税が課税されます。

老齢給付金

障害給付金
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Ⅱ－５．掛金の納付・変更・停止について                                                                                     
（１）掛金は翌月払いになります。加入申出をされた月の翌月２６日から掛金の引落しが始まり

ますが、国民年金基金の取りまとめが毎月２０日であるため、その日までに加入申出が間

に合わなかった場合は、翌々月の２６日から掛金の引落しが始まります。この場合、初回

掛金については２か月分が合算で引落されることになります。 
（２）掛金については、前納・追納という制度はありません。口座振替日に引落しができない場

合、その月の掛金は拠出されなかったという扱いになります。（前もって、またはさかの

ぼっての拠出は一切できません。）一方、１６ページに表示しております手数料のうち、

運営管理手数料・資産管理手数料につきましては、拠出の有無にかかわらず必要となりま

す。この場合、拠出のなかった月の手数料については次回以降に拠出される掛金からあわ

せて控除されます。（複数月の手数料が控除されることになります。） 
（３）掛金額の変更は、毎年４月から翌年３月までの間で、年１回のみおこなうことができます。

また、掛金の停止については、随時おこなうことができます。手続きの詳細はコールセン

ターへお問い合わせください。 
       

Ⅱ－６．還付について（特に重要です）                                                         
  還付とは、次の①～③の事象が発生した場合に、拠出した掛金に相当する金額を引落口座へ戻 
すことをいいます。 
  ①国民年金（第１号被保険者）の保険料、厚生年金保険（第２号被保険者）の保険料が納めら

れていない月に確定拠出年金の掛金が引落されたとき（その月の掛金を還付） 
  ②加入者の資格を有しない方が掛金の拠出をしたとき（資格を有しない期間の掛金を還付） 
  ③法令および個人型年金規約に定める限度額を超えて掛金の拠出をしたとき（限度額を超過し

た金額を還付） 
  還付時には以下の手数料が、還付の都度差引かれます。 

（消費税等を含みます）
種類 収納先 金額

国民年金基金連合会 1,029円
事務委託先金融機関
（三菱UFJ信託銀行） 432円

合計 1,461円

還付手数料

 

Ⅱ－７．お届出内容の変更について                                         
お名前・ご住所や、国民年金被保険者種別などお届出内容に変更があった場合、所定の届出が

必要です。届出がない場合、掛金が納付できなかったり、還付されたりするケースがございます

ので、必ず手続きをお願いいたします。手続きの詳細はコールセンターへお問い合わせください。 
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Ⅱ－８．企業型からの移換について                                                                                    
（１）確定拠出年金（企業型）を導入している企業を退職した場合、２０ページに記載してい

るように、それまで積立てた資産を①の場合は企業型へ、②～⑥の場合は個人型へ移す

必要がありますが、この手続きを「移換」といいます。 
（２）移換手続きはご退職後、６か月を経過する前におこなう必要があります。もし６か月を

経過すると、今までの積立金はいったん全額、国民年金基金連合会で仮預かりとなりま

す（自動移換）。またその際には、以下のとおり手数料がかかります。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）ちゅうぎん確定拠出年金（個人型年金）プランへ移換した場合は、それまでの積立金を

全額、「中国銀行 DC 専用スーパー定期（３年）」にて受入れします。受入れ後、加入者

がご自身でスイッチング（５ページ）をすることができます。 
（４）積立金が移るまで約３か月程度かかります。 

（５）一定の要件を満たす場合には脱退一時金を受取ることができます。詳しく２１ページⅡ

－１０．およびⅡ－１１．をご確認ください。 

企業型導入企業を
退職後、６か月
経過した場合

国民年金基金連合会にて仮預かり
になっている間の留意点

①特定運営管理機関管理手数料
が毎月５１円かかる。

②自らの積立金が運用できない。
③年金給付が受けられない。
④加入者等期間に算入されない。自動移換

国民年金基金連合会
（特定運営管理機関） 確定拠出年金

（企業型）

または

確定拠出年金
（個人型）

移換

特定運営
管理機関

移換手数料
1,080円

特定運営
管理機関
手数料

3,240円

自動移換
手数料

1,029円

＋

特定運営
管理機関
手数料

3,240円

自動移換
手数料

1,029円

＋

※特定運営管理機関手数料・・・・・確定拠出年金の積立金を国民年金基金連合会へ移換する際に
必要となる事務手数料（特定運営管理機関が徴求）

※自動移換手数料・・・・・・・・・確定拠出年金の積立金を国民年金基金連合会へ移換する際に
必要となる事務手数料（国民年金基金が徴求）

※特定運営管理機関管理手数料・・・国民年金基金連合会にて確定拠出年金の積立金が仮預かりさ
れている間に必要となる管理手数料

※特定運営管理機関移換手数料・・・国民年金基金連合会から確定拠出年金の積立金を再度企業型
または個人型へ移換する際に必要となる事務手数料

（手数料はすべて消費税等を含みます）
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Ⅱ－９．退職・転職時の手続きについて（特に重要です）                                                                                     
退職・転職された場合は、以下の図のとおり退職・転職後の状況に沿った手続きが必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 

※②⑤⑥の場合は個人型年金の加入者として新規に掛金を掛けることはできませんが、それまでの積立金の運

用指図はおこなうことができます。 

企業型の加入者となり
掛金を事業主が掛ける。

企業型へ
資産を移す

掛金を掛けることはでき
ないので運用指図者と
して運用のみを行う。

企業へ再就職
した場合

新勤務先に
確定拠出年金制度
（企業型）あり

企業へ再就職
しない場合

第３号被保険者
となった場合

公務員と
なった場合

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

新勤務先に
企業年金等あり
（厚生年金基金・
確定給付企業年金・
石炭鉱業年金基金）

個人型のまま

個人型のまま

個人型のまま

個人型のまま

個人型のまま

加入者または運用指図者
のどちらかを選択する。

自営業者
または無職と
なった場合

加入者または運用指図者
のどちらかを選択する。

掛金を掛けることはでき
ないので運用指図者と
して運用のみをおこなう。

掛金を掛けることはでき
ないので運用指図者と
して運用のみをおこなう。

個人型のまま
掛金を掛けることはでき
ないので運用指図者と
して運用のみをおこなう。

①

②

③

④

⑤

⑥
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Ⅱ－１０．脱退（中途引出し）について（特に重要です）                                                                                      
  確定拠出年金からの給付は原則６０歳からであり、途中で引出すことはできません。しか

し、以下の要件をすべて満たす場合は、例外的に脱退一時金を受取ることができます。 
（１）２０ページⅡ－９．の②⑤⑥のいずれかの条件に該当、または国民年金保険料の納付

免除（一部免除を含む）あるいは納付猶予を受けていること。 

（２）６０歳未満であること。 

（３）加入者としての資格を喪失してから２年を経過していないこと。 
（４） 確定拠出年金の加入者である期間が１か月以上３年以下である、または確定拠出年金

の積立金が５０万円以下であること。 
（５）確定拠出年金の障害給付金の受給権者でないこと。 
 

Ⅱ－１１．企業型資格喪失時の脱退条件について（特に重要です）                             
   もともと、企業型だった方については次のいずれかのケースでも脱退一時金を受取ること

ができます。 
（１）確定拠出年金の積立金が１５，０００円以下のケース 

確定拠出年金の積立金が１５，０００円以下の場合、加入者資格喪失日（退職日の翌  

日）の翌月から起算して６か月以内に手続きを行なえば、脱退一時金を受取ることがで

きます。詳しくは、企業型の実施運営管理機関にお問い合わせください。 
 
（２）継続個人型年金運用指図者となったケース（平成２６年 1 月１日施行） 
   以下の要件をすべて満たす場合は、脱退一時金を受取ることが可能です。 

① 個人型運用指図者の状態で２年経過し、その後２年以内の請求であること（※）。 
② 確定拠出年金の加入者である期間が１か月以上３年以下である、または確定拠出

年金の積立金が２５万円以下であること。 
③  確定拠出年金の障害給付金の受給権者でないこと。 
（※）運用指図者の資格を取得時から継続して個人型加入資格がある方（期間を通じ

て２０ページⅡ－９．の③または④の条件に該当している方）に限ります。 
 
（※）平成２６年１月１日より前に個人型運用指図者になっている方についても、上記

要件を満たせば運用指図者の申出から２年を経過した時点で請求が可能となります。

その方は、上記①の「その後２年以内の請求」についてを「平成２６年１月１日よ

り２年以内の請求」と読み替えてください。 
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Ⅱ－１２．加入時年齢５０歳以上の場合の留意点について（特に重要です）                                                                                      
  確定拠出年金の加入者および運用指図者である期間が、６０歳時点で１０年に満たない場

合 （５０歳以上で加入した場合）は、以下のとおり加入時期に合わせて受取開始時期が遅く

なります。 
 
 
 
 
 

 
５４歳と１か月以上～５６歳の誕生日が属する月

５６歳と１か月以上～５８歳の誕生日が属する月

加入月 受取開始年齢

５８歳と１か月以上～６０歳の誕生日が属する月の前月

６１歳

６２歳

６３歳

６４歳

６５歳

５０歳と１か月以上～５２歳の誕生日が属する月

５２歳と１か月以上～５４歳の誕生日が属する月
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・ＤＩＡＭﾗｲﾌｻｲｸﾙ・ﾌｧﾝﾄﾞ＜ＤＣ年金＞
（１安定型、２安定・成長型、３成長型）

（ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄOne）

ライフサイクル型

・ﾀﾞｲﾜ投信倶楽部外国債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ
（大和証券投資信託委託）

・ＤＣ ﾆｯｾｲ国内債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ
（ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

・ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ海外株式
（ヘッジなし）
（日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
・野村新興国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ
（確定拠出年金向け）

（野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

パッシブ型

・ＤＣ ﾀﾞｲﾜﾄﾋﾟｯｸｽｲﾝﾃﾞｯｸｽ
（確定拠出年金専用ﾌｧﾝﾄﾞ）

（大和証券投資信託委託）
・日経２２５ﾉｰﾛｰﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ

（ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄOne ）

アクティブ型

・ＤＣ ﾆｯｾｲ国内株式ｱｸﾃｨﾌﾞ
（ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

・ＤＣ ﾀﾞｲﾜﾊﾞﾘｭｰ株ｵｰﾌﾟﾝ（確定拠出年金専用ﾌｧﾝﾄﾞ）
（大和証券投資信託委託）

・ﾘｻｰﾁｱｸﾃｨﾌﾞｵｰﾌﾟﾝ（確定拠出年金向け）
（野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

国内債券 外国債券

外国株式国内株式

投資信託商品

元本確保商品 ちゅうぎんスーパー定期（３年）

・ﾊﾟｯｼﾌﾞ型
日経２２５、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）などの株価指数や債券
市場の価格指数に連動した運用成果を目標とする投資信託

・ｱｸﾃｨﾌﾞ型
独自の判断や技法を生かして、投資対象市場指数の動きを上回る
運用成果を目標とする投資信託

・ﾗｲﾌｻｲｸﾙ型
お客さまのﾗｲﾌｻｲｸﾙに合わせて資産配分を調整していく投資信託

ちゅうぎん自由満期型定期（５年）

その他
・MHAM J-REITインデックスファンド
<DC年金>（ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄOne）

 

【投資信託商品における主なリスク】 
１．価格変動リスク： 

① 株価変動リスク：株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクのことをいいます。

株式を投資資産として保有する投資信託は、その価格が下落した場合には、基準価額が低下する可能

性があり、投資元本を割込むことがあります。 
② 為替リスク：為替相場の変動の影響によるリスクのことをいいます。外貨建て資産を組入れた投資信

託は、為替相場が円高に進んだ場合、円資産の価値が下がり、投資信託の基準価額が低下する可能性

があり、投資元本を割込むことがあります。 
③ 金利リスク：債券を売却（換金）するときに、債券の市場価格が金利変動の影響により値上がりした

り、値下がりしたりすることをいいます。債券を投資資産として保有する投資信託は、市場の金利水

準が上昇すると債券の価格が下がり、投資信託の基準価額が低下する可能性があり、投資元本を割込

むことがあります。 
２．信用リスク：株式や債券の発行体が財務状況の悪化または倒産することにより、損失が発生する可能性

のあることをいいます。株式や債券の発行体が倒産した場合、基本的には株式・債券の価値は「ゼロ」

となり、それらを組込んでいる投資信託の基準価額は低下する可能性があり、投資元本を割込むことが

あります。 
３．流動性リスク：市場規模や取引量が少ない場合、株式や債券を市場実勢から期待される価格で売却でき

ず、不測の損失を被る可能性があり、投資元本を割込むことがあります。 
４．カントリーリスク：ある国の株式や債券などへ投資する場合、その国の政治的・経済的な見地からみて

不測の事態が生じた場合に損失を被る可能性があり、投資元本を割込むことがあります。 

Ⅲ．運用商品ラインアップ 



定期預金
中国銀行DC専用スーパー定期（3年）

／中国銀行
－

定期預金
中国銀行DC専用自由満期型定期預金

（最長預入期限５年)
／中国銀行

－

ライフサイクルファンド
DIAM ライフサイクル・ファンド＜DC年金＞

1安定型
／アセットマネジメントOｎｅ

ライフサイクルファンド
DIAM ライフサイクル・ファンド＜DC年金＞

2安定・成長型
／アセットマネジメントOｎｅ

ライフサイクルファンド
DIAM ライフサイクル・ファンド＜DC年金＞

3成長型
／アセットマネジメントOｎｅ

国内債券
インデックスファンド

DCニッセイ国内債券インデックス
／ニッセイアセットマネジメント

追加型投信
／国内／債券

／インデックス型

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマー
ク（NOMURA-BPI（総合））に連動した投資成果
を目指すパッシブ運用です。

国内株式
インデックスファンド

日経225ノーロードオープン
／アセットマネジメントOｎｅ

追加型投信
／国内／株式

／インデックス型

日経225対象銘柄を主要投資対象とし、日経225
に連動した投資成果を目指すパッシブ運用商品
です。

国内株式
インデックスファンド

DC・ダイワ・トピックス・インデックス
（確定拠出年金専用ファンド）
／大和証券投資信託委託

追加型投信
／国内／株式

／インデックス型

東証一部上場銘柄を主要投資対象とし、トピッ
クスに連動した投資成果を目指すパッシブ運用
商品です。

国内株式
アクティブファンド

DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）
／大和証券投資信託委託

追加型投信
／国内／株式

バリューエーション指標または株価水準からみ
て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上
昇が期待される銘柄に投資することにより、ト
ピックスを上回る運用成果を目指すアクティブ運
用です。

国内株式
アクティブファンド

DCニッセイ国内株式アクティブ
／ニッセイアセットマネジメント

追加型投信
／国内／株式

国内の上場、店頭株式を主要投資対象とし、幅
広い産業に分散投資し、セクター配分と個別銘
柄選択により、スタイルにとらわれず、トピックス
を上回る収益を追求するアクティブ運用です。

国内株式
アクティブファンド

リサーチ・アクティブ・オープン
（確定拠出年金向け）

／野村アセットマネジメント

追加型投信
／国内／株式

企業の投資価値と市場価格の差に注目し、企
業の中期成長性を重視したボトムアップアプ
ローチによるグローススタイルでトピックスを上
回る収益を追求するアクティブ運用です。

外国債券
インデックスファンド

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス
／大和証券投資信託委託

追加型投信
／海外／債券

／インデックス型

外国の債券を投資対象とし、ベンチマーク（ソロ
モン・スミス・バーニー世界国債インデックス（日
本を除く、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資
成果を目指すパッシブ運用です。原則として為
替ヘッジをおこなわないため、為替リスクが発生
します。

外国株式
インデックスファンド

 ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ海外株式（ヘッジなし）
（愛称：DC インデックス海外株式（ヘッジなし））

／日興アセットマネジメント

追加型投信
／海外／株式

／インデックス型

日本を除く世界主要国の株式を投資対象とし、
ベンチマーク（MSCI KOKUSAIインデックス（ヘッ
ジなし、円ベース）の動きに連動した投資成果を
目指すパッシブ運用です。原則として為替ヘッ
ジを行わない為、為替リスクが発生します。

外国株式
インデックスファンド

野村新興国株式インデックスファンド
（確定拠出年金向け）

／野村アセットマネジメント

追加型投信
／海外／株式

／インデックス型

新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、ベ
ンチマーク（MSCIエマージング・マーケット・イン
デックス（配当込み、円ベース））の動きに連動し
た投資成果を目指すパッシブ運用です。原則と
して為替ヘッジを行わない為、為替リスクが発
生します。

国内不動産
インデックスファンド

MHAM J-REITインデックスファンド＜DC年金＞
／アセットマネジメントOｎｅ

追加型投信
／国内／不動産投信

／インデックス型

東京証券取引所に上場している不動産投資信
託証券に投資を行い、東証REIT指数（配当込
み）の動きに連動する投資成果を目指します。

商品分類 商品概要

預
金

十分な信用力を持つ中国銀行が提供する元本
確保型運用商品です。預金保険の保護対象と
なります。利率は市場金利を参考に設定され、
預入れた期間に応じて決められます。

商品分野

基本資産配分に従い、国内株式、国内債券、外
国株式、外国債券および短期金融資産のアク
ティブ運用ファンドに分散投資を行い、合成ベン
チマークを上回る運用実績を目指す運用商品で
す。

投
資
信
託

「ちゅうぎん確定拠出年金個人型プラン」  運用商品ラインアップ

追加型投信
／内外

／資産複合

商品名称／委託会社

元
本
確
保
型
の
商
品

元
本
確
保
型
以
外
の
商
品

24



お申込手数料率
（消費税等込み）

信託報酬
（消費税等

込み）

その他の
費用

信託財産
留保額

1円以上
1円単位

なし なし なし なし 利息決算日（満期日）

1円以上
1円単位

なし なし なし なし 利息決算日（満期日）

運用プロセスが確立されており、一定の
運用経験を有しているため、長期安定
的運用が期待できます。

債券投資リスク
（金利変動リスク、
　　　信用リスク）
流動性リスク

1円以上
1円単位

なし
純資産総額
に対して
年0.432％

売買委託手数料、
借入金利息、監査
費用など

なし
毎年2月20日

（ただし、銀行窓口休業日の
場合は、翌銀行窓口営業日）

運用プロセスが確立されており、一定の
運用経験を有しているため、長期安定
的運用が期待できます。

価額変動リスク
流動性リスク
信用リスク

1円以上
1円単位

なし
純資産総額
に対して
年0.864％

売買委託手数料、
借入金利息、監査
費用など

なし
毎年8月10日

（ただし、銀行窓口休業日の
場合は、翌銀行窓口営業日）

運用プロセスが確立されており、一定の
運用経験を有しているため、長期安定
的運用が期待できます。

価額変動リスク
信用リスク

1円以上
1円単位

なし
純資産総額
に対して
年0.6696％

売買委託手数料、
借入金利息、監査
費用など

なし
毎年11月30日

（ただし、銀行窓口休業日の
場合は、翌銀行窓口営業日）

明確な銘柄選定基準にしたがい組織的
に組入れ対象銘柄リストが作成されて
おり、また、セクター配分決定プロセス
も明確に規定されているため、長期安
定的運用が期待できます。

価額変動リスク
信用リスク

1円以上
1円単位

なし
純資産総額
に対して
年1.6416％

売買委託手数料、
借入金利息、監査
費用など

なし
毎年3月9日および9月9日

（ただし、銀行窓口休業日の
場合は、翌銀行窓口営業日）

銘柄選択の基礎となるリサーチ活動の
スタッフは標準以上の水準にあり、強固
な組織体制とチーム運用によって長期
安定的運用が期待できます。

株式投資リスク
流動性リスク

1円以上
1円単位

なし
純資産総額
に対して
年1.62％

売買委託手数料、
借入金利息、監査
費用など

なし
毎年12月20日

（ただし、銀行窓口休業日の
場合は、翌銀行窓口営業日）

アナリストの人数は標準を上回る水準
にあり、その活動内容も満足できるレベ
ルにあります。ポートフォリオ構築方法
は明確で、長期安定的運用が期待でき
ます。

株価額変動リスク
1円以上
1円単位

なし
純資産総額
に対して
年1.1016％

売買委託手数料、
借入金利息、監査
費用など

なし
毎年10月30日

（ただし、銀行窓口休業日の
場合は、翌銀行窓口営業日）

運用プロセスが確立されており、一定の
運用経験を有しているため、長期安定
的運用が期待できます。

価額変動リスク
信用リスク
為替リスク
カントリーリスク

1円以上
1円単位

なし
純資産総額
に対して
年0.702％

売買委託手数料、
借入金利息、監査
費用など

なし
毎年11月30日

（ただし、銀行窓口休業日の
場合は、翌銀行窓口営業日）

運用プロセスが確立されており、一定の
運用経験を有しているため、長期安定
的運用が期待できます。

価額変動リスク
流動性リスク
信用リスク
為替変動リスク

1円以上
1円単位

なし
純資産総額
に対して
年0.9072％

売買委託手数料、
借入金利息、監査
費用など

ご売却約
定日の基
準価格の

0.3％

毎年10月26日
（ただし、銀行窓口休業日の
場合は、翌銀行窓口営業日）

運用プロセスが確立されており、一定の
運用経験を有しているため、長期安定
的運用が期待できます。

株価変動リスク
為替変動リスク

1円以上
1円単位

なし
純資産総額
に対して
年0.6048％

売買委託手数料、
借入金利息、監査
費用など

なし
毎年5月10日

（ただし、銀行窓口休業日の
場合は、翌銀行窓口営業日）

運用プロセスが確立されており、一定の
運用経験を有しているため、長期安定
的運用が期待できます。

価額変動リスク
流動性リスク
配当変動リスク
金利変動リスク
信用リスク

1円以上
1円単位

なし
純資産総額
に対して
年0.54％

売買委託手数料、
借入金利息、監査
費用など

なし
毎年10月15日

（ただし、銀行窓口休業日の
場合は、翌銀行窓口営業日）

売買委託手数料、
借入金利息、監査
費用など

決算日選定理由 主なリスク

毎年5月25日
（ただし、銀行窓口休業日の
場合は、翌銀行窓口営業日）

1円以上
1円単位

なし
純資産総額
に対して
年1.62％

なし

元本確保型運用商品の必要条件を満
たしており、加入者ニーズに十分対応
できます。

お申込
単位制限

手数料等

資産配分リスク
国別配分リスク
株式投資リスク
（価格変動リスク、
　　　信用リスク）
債券投資リスク
（金利リスク、
　　　信用リスク）
為替リスク

信用リスク

長期資産配分は投資理論に合わせて
決定されており、資産配分が固定され
ているため、長期安定的な運用が期待
できます。また、 各資産ごとのファンド
はアクティブに運用されるため、超過収
益の獲得が期待できます。

【商品選定の共通基準】加入者利益を最優先し、中立・公平な立場で商品選定をおこなっています。商品構成全体で確定拠出年金のニーズに対
応できるよう配慮しています。また、専門的知見にもとづき、確定拠出年金制度を踏まえ、①長期安定的な運用、②安定的な組織、③運用プロセス
の確立、④商品性、リスク特性のわかりやすさ、などを基準に判断しています。評価方法につきましては、定性評価・定量評価の両方から評価をお
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個人情報の利用目的について 

 

  国民年金基金連合会は、加入者等のみなさまからお預かりした個人情報は、

確定拠出年金法の業務をおこなうために必要な範囲で利用させていただきま

す。具体的には、以下のとおりです。 

 

○ 制度への加入資格の審査など、制度への加入手続 

○ 制度への加入後の加入資格の確認など、加入者等のみなさまの加入状況の把握およびその記

録の管理 

○ 掛金の収納、手数料の徴収など制度における必要な費用の受領 

○ 運用商品の指図 

○ 資産の管理 

○ 給付および脱退一時金の支給 

○ 企業型確定拠出年金制度および他の企業年金制度との間の移換手続 

○ 自動移換者の状況の把握およびその記録の管理 

○ 個人別管理資産額その他必要な事項の加入者等への通知 

○ 個人型確定拠出年金制度に関する情報の提供 

○ 個人型年金の健全な発展を図るために必要な調査・研究 

○ その他法令および個人型年金規約に定めのある場合 

 

国民年金基金連合会の個人情報保護方針等については、下記ホームページをご覧いただくか、

下記窓口までお問い合わせ願います。 

 

国民年金基金連合会のホームページ：http://www.npfa.or.jp/401K/ 

お問い合わせ窓口：国民年金基金連合会  確定拠出年金部 

                      ＴＥＬ．：０３－５４１１－６１２９ 

                    （月曜日～金曜日  ９：００～１７：００   ただし、祝祭日を除きます。） 
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お問い合わせは「ちゅうぎん確定拠出年金コールセンター」で承ります。 
 
フリーダイヤル： 

     ０１２０－６０５－４０１（老後のそなえは４０１ｋで） 

 (9:00～17:00 ただし月曜～金曜の祝日および 12 月 31 日～1 月 3 日を除きます) 
 

確定拠出年金 運営管理機関 ：株式会社 中国銀行 
                                 〒７００－８６２８ 
                                   岡山市北区丸の内１－１５－２０ 

お問い合わせ先 

（金営第 421号・H28 .10.1現在） 
 

ろうご 


